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1.確認台帳記載事項証明について 

既存の建築物について、「建築基準法等に適合した設計がなされていること」「確認された設計ど
おりに施工されたことについて検査が済んでいること」は、確認済証や検査済証により把握するこ
とができます。これらは、建築主（申請者）へ交付されており、再交付はできません。 
しかしながら、建築等から年月を経て、確認済証や検査済証を紛失されることがあります。 
紛失後の代替書類として、「確認台帳記載事項証明書」を交付するサービスを行っております。 
 

 
2.手続方法 

 ※郵送での交付を希望する場合は、別途返信用封筒の送付が必要になります。 
 ※証明書の発行には、３開庁日ほど要します。 
 ※電子申請の場合の支払いは、クレジットカードまたは Pay-easy です。 
  県証紙での納付はできません。 

  

はじめに 



 
① 申請する物件の証明が可能かどうか、土木センターに確認します。 

FAX で問い合わせをする場合は、事前確認依頼書（HPに掲載）をご利用ください。 
市町村 土木センター 窓口 電話（FAX） 

魚津市  
新川土木センター
建築課 

〒937-0863 
魚津市新宿 10-7 

0765-22-9117 
（0765-22-9153） 滑川市 

黒部市 
下新川郡（入善町・朝日町） 
中新川郡 
（上市町・立山町・舟橋村） 

富山土木センター
建築課 

〒930-0096 
富山市舟橋北町 1-11 

076-444-4449 
（076-444-4487） 

射水市 高岡土木センター
建築課 

〒933-0806 
高岡市赤祖父 211 

0766-26-8426 
（0766-26-8499） 氷見市 

小矢部市 
砺波市 砺波土木センター

建築課 
〒939-1532 
南砺市寺家 330 

0763-22-6271 
（0763-22-6698） 南砺市 

 
・物件の特定をスムーズに行うため、以下の準備をお願いいたします。 
・建築場所（地名地番） 
・建築年月日 
・建築主氏名 
・登記簿謄本等の物件を特定するための資料 

 
② 富山県電子申請サービスのページに行き、「富山県」を選択します。 

 
③ 「記載事項証明」と検索します。 

 
 

https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect


 
 
 
 
④ 「確認台帳記載事項証明交付申請」を選択します。 

 
 
⑤ 注意事項等を確認し、「電子申請をする」を選択します。 

 
 
⑥ 電子申請サービスにログインします。 
本申請は、ログインしなくても申請は可能です。（メールアドレスの入力が必要です） 

 

 
利用者登録した場合、過去の申請を閲覧することができます 

ログインせずに申請した場合は、メールに通知されるURLからのみ進捗状況や過去の申請内容につい

ての確認が可能です。 



⑦ 設問に従い、①で実施した事前に土木センターに確認した情報を入力します 
 

⑧ 必要事項入力後「次へ」を選択します。 

 

⑨ 交付方法 
窓口の場合受取先は、申請先の土木センターのみとなります。 
魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町 →新川土木センター 
上市町、立山町、舟橋村         →富山土木センター 
射水市、氷見市、小矢部市        →高岡土木センター 
砺波市、南砺市             →砺波土木センター 

郵送での交付を希望する場合は、返信用封筒の提出が必要ですのであらかじめご用意ください。 

土木センターごとに申請が必要です。（不可：新川土木２件＋富山土木１件等） 
 
！ 

窓口受取の場合、受取窓口は「申請先の土木センター」に限ります。 

（例：高岡土木センター管轄の物件の証明書を砺波土木センター窓口で受取ることはできません） 

 
！ 



 
⑩ 支払い情報を入力します。 

支払いは、クレジットカードまたは Pay-easy です。 
 

 
 

  

県証紙や PayPay での支払はできません 
 
！ 



 
⑪ 入力内容を確認し、「送信」を選択します。 

（申請書の交付窓口や返信用封筒の送付先は、確認の際はここから） 
 

⑫ 「送信」後受付完了メールが届きます。 

 
 

---------------------------------------県の受付処理を待ちます--------------------------------------- 

  



 
⑬ 申請が受理されると、「審査開始・料金納付依頼」のメールが届きます。 
 

 

  

支払い期限を超過すると申請内容が自動で削除されますので再度申請が必要になります。  
！ 



 
⑭ 続けて支払いを行います。（画面はクレジットカード払いを選択した場合） 

⑮ カード情報を入力してください。「お支払い」を押すと決済が完了します。 

  



⑯ 発行の準備ができましたら、申請時のメールアドレスに「審査完了」が届きます。土木センタ
ー建築課までお越しください。 

（返信用封筒を送付頂いた方は、郵送しますので 3日程度お待ちください。） 


